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特別利益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年３月期第４四半期連結会計期間（2026 年１月１日～2026 年３月 31 日）において、下記

のとおり、特別利益を計上することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別利益（訴訟関連収入）の計上について 

当社は、2026 年１月 22 日付け「（開示事項の経過）当社に対する上告の棄却及び上告受理申立ての

不受理の決定に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社が、その主要株主であったアジアイン

ベストメントファンド株式会社を相手方（被告）として提起した当社株式の短期売買取引による利益

の提供を求める訴えに関し、最高裁判所は、2026 年１月 21 日付けでアジアインベストメントファンド

株式会社による上告を棄却し、上告受理申立てを受理しない旨の決定を行いました。これにより当社

の主張が認められ、法的判断が確定（当社勝訴）いたしました。 

これに伴い、回収済みの債権 452 百万円を特別利益（訴訟関連収入）として計上いたします。 

 

２．業績に与える影響 

本件につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込んでおります。 

 

以 上 


